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第2章
株
式
の
現
物
配
当
の
円
滑
化
と
ス
ピ
ン
オ
フ
税
制
の
創
設

ス
ピ
ン
オ
フ
の
活
用
ポ
イ
ン
ト

ポ
イ
ン
ト

・
ス
ピ
ン
オ
フ
の
過
程
で
行
わ
れ
る
株
式

の
現
物
配
当
に
つ
い
て
、一
定
の
要
件
の

も
と
で
金
銭
配
当
と
同
じ
手
続
で
行
う

こ
と
を
可
能
と
す
る
規
定
が
改
正
産
強

法
に
創
設
さ
れ
た

・
平
成
29
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、支
配
株

主
が
存
在
し
な
い
会
社
が
行
う
ス
ピ
ン

オ
フ
の
適
格
組
織
再
編
要
件
が
法
人
税

法
に
創
設
さ
れ
た
。ま
た
、
完
全
支
配
関

係
ま
た
は
支
配
関
係
が
存
在
す
る
場
合

の
分
割
型
分
割
の
適
格
要
件
に
つ
い
て
、

支
配
株
主
と
分
割
法
人
と
の
完
全
支
配

関
係
ま
た
は
支
配
関
係
の
継
続
見
込
み

を
不
要
と
す
る
旨
の
改
正
が
な
さ
れ
た

概
　
要

ス
ピ
ン
オ
フ
と
は
、
会
社
の
特
定
の
事

業
部
門
や
子
会
社
を
切
り
離
し
、
経
営
を

独
立
さ
せ
る
行
為
を
い
う
。
ス
ピ
ン
オ
フ

の
主
な
狙
い
は
、
多
角
的
事
業
を
営
む
会

社
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
事
業
の「
選
択

と
集
中
」を
実
施
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
一
般
に
ス
ピ
ン
オ
フ
と
い
う
用

語
を
用
い
る
際
は
、
主
と
し
て
上
場
会
社

を
念
頭
に
置
き
、
切
り
離
し
た
事
業
や
子

会
社
の
株
式
を
さ
ら
に
上
場
さ
せ
る
こ
と

ま
で
含
む
場
合
が
多
い
。
後
述
す
る
改
正

産
強
法
や
ス
ピ
ン
オ
フ
税
制
に
お
い
て
主

と
し
て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
は
、
支

配
株
主
が
存
在
し
な
い
会
社
で
あ
り
、
典

型
的
に
は
上
場
会
社
で
あ
る
。も
っ
と
も
、

現
在
の
制
度
下
に
お
い
て
、
上
場
会
社
が

ス
ピ
ン
オ
フ
を
実
行
す
る
こ
と
は
必
ず
し

も
容
易
で
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
上
場
会
社
の
株
主
の
立
場
か
ら

は
、投
資
の
流
動
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、

切
り
離
さ
れ
た
会
社
の
株
式
が
上
場
さ
れ

る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
改
正
産
強
法
上

も
、
ス
ピ
ン
オ
フ
に
係
る
会
社
法
特
例
を

利
用
す
る
た
め
に
は
、
ス
ピ
ン
オ
フ
に
よ

り
切
り
離
さ
れ
た
株
式
に
つ
い
て
、
現
物

配
当
の
効
力
発
生
日
以
後
遅
滞
な
く
金
融

商
品
取
引
所
に
上
場
す
る
こ
と
が
予
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
⒃（
実
施
指
針
八
ホ
）、
東

証
の
上
場
規
則
上
、
切
り
離
さ
れ
た
会
社

の
株
式
を
上
場
さ
せ
る
た
め
に
は
通
常
の

Ｉ
Ｐ
Ｏ
と
同
じ
手
続
が
必
要
と
さ
れ
て
い

る
た
め
、
上
場
準
備
に
あ
た
り
、
相
当
な

時
間
と
手
間
が
か
か
る
と
い
う
問
題
が
あ

る
。他

方
、
支
配
関
係
の
あ
る
株
主
が
存
在

す
る
場
合
に
お
け
る
人
的
分
割
等（
以
下
、

便
宜
上
、「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
ス
ピ
ン
オ

フ
」と
い
う
）は
、
前
記
の
よ
う
な
支
配
株

主
が
存
在
し
な
い
ス
ピ
ン
オ
フ（
以
下
、

便
宜
上
、「
ア
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
ス
ピ

ン
オ
フ
」と
い
う
）と
は
支
配
株
主
の
有
無

と
い
う
点
に
お
い
て
異
な
る
も
の
の
、
会

社
の
特
定
の
事
業
部
門
や
子
会
社
を
切
り

離
し
、
経
営
を
独
立
さ
せ
る
と
い
う
意
味

に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
同
様
の
機
能
を
有

し
て
お
り
、
ま
た
、
非
上
場
会
社
が
主
体

と
な
る
限
り
、
前
記
の
よ
う
な
上
場
実
務

の
問
題
も
生
じ
な
い
た
め
、
実
務
上
活
用

で
き
る
場
面
は
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
ア
ン
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
ス
ピ
ン
オ
フ
お
よ
び
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
ス
ピ
ン
オ
フ
の
双
方
に

共
通
す
る
ス
ピ
ン
オ
フ
の
手
続
を
、
改
正

産
強
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
会
社
法
特

例
を
含
め
て
概
観
し
た
う
え
で
、
ア
ン
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
ス
ピ
ン
オ
フ
お
よ
び
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
ス
ピ
ン
オ
フ
の
そ
れ
ぞ

れ
に
関
す
る
近
年
の
税
制
改
正
の
内
容
を

検
討
す
る
。

⒃
　
切
り
離
さ
れ
た
株
式
が
そ
の
売
買
の
た
め
の
上
場

が
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
現
物
配
当
の
効
力
発
生
条
件

と
す
る
こ
と
が
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ス
ピ
ン
オ
フ
の
手
続

⑴	

　
基
本
的
な
ス
キ
ー
ム
の
概
要

ア
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
ス
ピ
ン
オ
フ
お
よ

び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
ス
ピ
ン
オ
フ
に
共
通

す
る
基
本
的
な
ス
キ
ー
ム
は
図
表
４
や
図

表
５
の
と
お
り
で
あ
り
、
図
表
４
は
法
人

税
法
上
分
割
型
分
割
と
呼
ば
れ
る
。

図
表
４
の
分
割
型
分
割
は
、
Ｂ
事
業
を

会
社
分
割
に
よ
り
切
り
離
し
、
対
価
と
し

て
受
け
取
っ
た
吸
収
分
割
承
継
会
社（
以

下
、「
承
継
会
社
」と
い
う
）ま
た
は
新
設
分

割
設
立
会
社（
以
下
、「
設
立
会
社
」と
い


